
都市計画変更案の概要(特別用途地区の変更)

現 行

変更後

情報技術関連特別業務地区

複合交流機能特別業務地区

機械金属・流通関連特別業務地区

機械金属・流通関連特別業務地区

情報技術関連特別業務地区

複合交流機能特別業務地区

■赤枠のエリアについて、現行の制限を緩和

(旧)店舗の延べ面積の上限1,500㎡ ➡ (新)上限なし

(旧)ホテルの建築「不可」 ➡ (新)建築「可」 など

＜特別用途地区とは＞

用途地域に上乗せし、地域特性に応じ建築物の用途などを

地方公共団体において独自に制限する都市計画


